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1　コロナ世代？
（1） アルバイトの減少
　コロナ禍によって学生生活は一変した。多く

の学生にとって深刻な問題はアルバイトの減少

である。現代の学生にとって、アルバイトは生

活の一部になっており、その収入に依存してい

る学生も少なくない。日本学生支援機構「学生

生活調査」（2018 年）では、大学昼間部の学生

のアルバイト従事率は 86.1％、また、全国大学

生活協同組合連合会「全国学生実態調査」（2019

年）では、83.9％と 8 割をこえている。なお、

以下では、それぞれ「学生生活調査」、「学生生

活実態調査」と略記する。

　しかし、コロナ禍によりアルバイトの減少傾

向が目立つ。「学生生活実態調査」（2020 年）では、

アルバイト従事率は 72.4％で、コロナ禍前から

11.5 ポイント減少している。アルバイトをした

者のうち、アルバイト収入が「大きく減少した」

14.0％、「減少した」29.1％で合わせて 43.1％と

なっている。また、「アルバイト先の休業で勤務

できなかった」2.0％や「新規にアルバイト先を

探したが見つからなかった」は 3.4％と少ないも

のの、「アルバイト勤務・シフトを勤務先から減

らされた」は 17.9％となっている。

　また、同連合会の「緊急！大学生アンケート」

（2020 年 4 月）によると、アルバイトを「して

いたが、勤め先の事情でやめることになった」

のは 3.9％に対して、「していたが、自分の事情

でやめることになった」は 18.9％で合わせてア

ルバイトをやめた者は 22.8％となっている。

　さらに、2021 年 3 月に文科省が行った「新型

コロナウイルス感染症の影響による学生等の学

生生活に関する調査」によれば、アルバイトの

「収入がなくなった」4.1％、「大きく下がった
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（50％未満になった）」16.5％、「やや下がった（50

から 90％程度になった）」29.1％と、合わせて

約半数（49.7％）の学生の収入が減少している。

これは先の「学生生活実態調査」の 43.1％とほ

ぼ同じ傾向である。これらから推測すると、学

生全体の傾向としては、まったくアルバイトが

できない学生はそれほど多くないものの、半数

程度の学生はアルバイト収入が減少したのでは

ないかとみられる。

（2） 調査から見た学生生活の状況
　コロナ禍によってアルバイトだけでなく、学

生生活は大きく様変わりした。コロナ禍の中で

の学生の状況について、上記のような各種の

調査によって、次第に生活の実態が明らかに

なってきた。「学生生活調査」令和 2 年度（速

報値）によると、アルバイト収入が 8.7％、家庭

からの仕送りが 4.3％減少し、支出額は総額では

5.3％の減少だが、サークルなどの課外活動費は

44.4％と大幅に減少し、通学費も 30.7％減、食費

は 10.5％減となっている。コロナ禍によって課

外活動が制限され、対面授業からオンライン授

業が多くなり､ 課外活動費や通学費が減少した

とみられる。実際、「学生生活実態調査」によると、

サークルへの所属は 56.9％と 2019 年より 11.2

ポイントも減少している。また、1 週間の登校

日数「0 日」は 27.1％で、平均登校日数は 2.0 日

で 2019 年の 4.4 日から半分以下に減少している。

支出では「食費」の減少（自宅生 23.0 ポイント、

下宿生 6.9 ポイント）と「教養娯楽費」の減少（自

宅生 17.2 ポイント、下宿生 14.6 ポイント）が顕

著になっている。その他、減少した費目は「合

宿代」「国内旅行」「海外旅行」「帰省代」「留学」

「就職活動」だった。

（3） 1 年生（現 2 年生）の孤立
　これらは学生全体の傾向だが、調査結果は、

とりわけ 2020 年当時 1 年生（現在の2年生）にお

いて、他の学年の学生と異なる傾向が出ている。

彼らは、入学直後よりコロナ禍での学生生活を

強いられた。たとえば、1 年生のサークルへの

所属は 48.7％と 2019 年より 34.1 ポイントも減少

している。「最近 1 週間の授業形態」は、「対面

授業のみ」8.2％、「オンライン授業のみ」26.5％

となっている。オンライン授業（「すべてオンラ

イン授業」「対面授業とオンライン授業の併用」）

は 87.5％となっている。対面授業とオンライン

授業の割合で見ると、対面授業の割合が高いほ

ど「大学生活が充実している」との回答が多く

なっている。しかし、友人を作る重要な場とな

る対面授業については、すべて対面授業は 4 年

生の 17.8％に対して、1 年生は 4.1％にすぎない。

アルバイト従事率も 1 年生は前年より 19.1 ポイ

ント減少し、59.1％と他の学年より約 25 から 30

ポイント低くなっている。

　「大学生活が充実している」と回答した者は

全体では 2019 年の 88.8％から 2020 年は 74.2％

と 14.6 ポイント減少しているが、特に 1 年生は

56.5％と 32.9 ポイントも減少している。また、「友

だちができない（いない）・対人関係がうまくい

かない」1 年生は 34.5％と 3 人に 1 人となって

いる。さらに、「友だちができない」ことを気に

かけている 1 年生は 52.2％と半数をこえており、

他の学年より約 30 ポイント高い。まさしく現在

の 2 年生は社会的に孤立していることがうかが

える。

　このように現在の 2 年生は、コロナ禍の中で

学生生活を始め、孤立を深めている。それだけ

でなく､ 結局ほとんど空騒ぎに終わった入試制

度の改革にも振り回された。将来、彼らは、コ

ロナ世代と呼ばれることになるのだろうか。
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（4） 学習時間の増加
　コロナ禍で学生は厳しい学生生活を余儀なく

されている。しかし、望ましい傾向もみること

ができる。「学生生活実態調査」では、1 日の勉

強時間は「授業時間（対面授業＋オンライン授

業）」と「大学の勉強」と「大学以外の勉強」と 

もに増加している。1 日の「総勉強時間」が 321.1

分で前年より27.8分増加した。学年別では特に1、

2 年生で「大学の勉強」時間が増加している。1

日あたりの勉強時間は、1 年生は 66.2 分で前年

より 25.4 分、2 年生は 64.3 分で、21.3 分の増加

となっている。

　また、「学生生活調査」令和 2 年度（速報値）

でも 1 週間の生活時間について「大学の授業の

予習・復習、課題など」に 6 時間以上と回答し

た学生の割合は 50.9％で、前回（2018 年）から

23.0 ポイントと大きく増加している。

　さらに、文部科学省「新型コロナウイルス感

染症の影響による学生等の学生生活に関する

調査」（2021 年）によると、オンライン授業に

ついて、「満足」が 13.8％、「ある程度満足」が

43.1％で合わせて 56.9％と半数以上が満足して

いる。これに対して「満足していない」は 5.7％、

「あまり満足していない」は 14.9％で合わせて

20.6％となっている。

　このように、厳しい学生生活の中で、学習時

間が増加し、オンライン授業が多くなったが、

学生の満足度はかなり高く、コロナ禍の学生生

活について、望ましい面も見られる。アフター・

コロナの学生生活の新しい可能性も見えてきて

いるといえよう。しかし、これだけで手放しで

喜ぶことはできない。教育の内容面で深刻な問

題が生じているからである。これについては、

次に検討する。

（5） オンライン授業と授業料返還問題
　コロナ禍の中での学生の状況について、毎日、

課題をこなすだけで精一杯などとオンライン授

業への悲鳴も聞かれる。まさしく、コロナ禍の

中での社会的孤立の状況だ。コロナ禍の中で、

オンライン教育を実施している大学が多くなっ

ている。先にみたように「学生生活実態調査」

では、「最近 1 週間の授業形態」が「すべて対面

授業」は 8.2％と極端に少ない。また、文部科学

省調査では、「オンラインがほとんどすべてだっ

た（80 から 100％）」と回答した学生は 59.6％と

なっている。

　オンライン授業に関連して、授業料の返還を求め

る動きが出ている。2020 年 6 月には、1 年間対面

授業がなく、施設も利用できなかったため、大学

に対して、学費の半額分の返還を求める訴訟が起

こされている。訴訟の理由としては、オンライン授

業では教育の質が落ちる、また大学の施設や設備

を使えない、あるいは教職員や学生同士の交流な

どのキャンパスライフを送ることができないというの

がその主な理由のようだ。

　この問題を考えるためには、そもそも授業料

とは何か、を考える必要がある。授業料は、大

学の教育に対する対価である。この意味では、
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授業は実施しているので、授業料は返還しない

としている大学がほとんどだ。日本私立大学連

盟学生委員会奨学金等分科会「令和 2 年度奨学

金等分科会報告書」の「新型コロナウイルス禍

での学生への経済援助施策等に関するアンケー

ト」によると、講義をオンライン化したことを

理由に、学費の減額や返金をした大学はわずか

4％だった。これに対して、オンライン授業は教

育の質が落ちるという主張の根拠はあまり明確

には示されていない。もっとも通信制の場合、

授業料が安いところが多いことも事実だ。

　他方、学納金には私立大学の場合、授業料以

外に施設整備費・実習費などの名目で徴収され

るものがある。確かにオンライン授業だけの場

合には、施設・設備は使用していないのだから、

この返還を求めることは根拠がありそうだ。し

かし、多くの大学では、4 年間の使用料を 1 年（半

年）ごとに等分に徴収しているため、返還しな

いとしている。この理由を敷
ふ

衍
えん

すれば、もし、4

年間、学期中まったく施設が使えず実習が行わ

れなければ、返還の根拠はあることになる。

　これまで、大学教育で売り手市場が続いてい

た時代に、学納金は、大学側の都合で設定され

てきた。日本以外の国ではあまりみかけない高

額の入学金もそのひとつだ。これは師匠に対す

る御礼である束
そく

脩
しゅう

の伝統から来ていると言われ

る。かつて入学しないのに前納した初年度納付

金を返還しないのはおかしいといって起こされ

た授業料返還訴訟では、授業をしていない以上、

授業料は返還しなければならないが、入学金は

大学と学生の契約金にあたるので、返還しなく

てもよいとされた。コロナ禍は、大学の問題を

多く浮き彫りにした。授業料返還問題は、その

ひとつと言える。

　一方、大学側にも問題はある。コロナ禍の中

で、教員の方でもオンライン授業で課題ばかり

大量に出して、コメントや添削などのフィード

バックが一切ないなど、これまでの授業形態の

ままオンラインで授業を続けている例が少なく

ない。先にみた「緊急！大学生アンケート」（2020

年 4 月）によれば、「すべての授業あるいは多く

の授業で課題が出されている」と回答した学生

は 9 割以上だが、同じく「すべての授業あるい

は多くの授業でフィードバックがある」という

回答は 36％にすぎない。教員もオンライン授業

は、これまでとは異なる授業形態であることを

十分に認識せず、従来の授業の延長で考えてい

てフィードバックをしなければ、オンライン教

育は質が低いということを立証することになる。

そうした大学ときちんとフィードバックする大

学の差が明確にあらわれるのではないかと思わ

れる。フィードバックするためには、教員個人

の努力では限界があり、TA（ティーチング・ア

シスタント）など教員への補助が必要だ。当然

TA を多く雇用できる大学ばかりではない。大

学の底力が問われる。現状を放置すれば、学生

の満足度はそこそこ高いとしても、教育の質が

低下し、通俗的なグレシャム法則（悪貨が良貨を

駆逐する）になるのではないかと懸念している。

（6） 休学と中退の状況
　コロナ禍で学生の経済的状況が厳しさを増す

中で、学費を払えず、休学や中退する学生が増

加することが学生などの調査で報告された。し

かし、2020 年の休学者や中退者は､ 先にふれ

た文部科学省の調査では、前年に比べ、増加

しておらず、むしろやや減少している。すなわ

ち、同調査によると大学（大学院を含む）の休学

者は、2019 年度 70,325 人で 2020 年度は 63,460

人と減少している。ただし、そのうち「経済的困

窮」を理由としたものは 2019 年度の 12.4％から

2020 年度は 14.6％とやや増加している。また、
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中退者は 31,841 名から 25,008 名と同じく減少し

ている。そのうち「経済的困窮」は 17.3％から

18.0％とやや増加している。また、そのうちコ

ロナを理由とした休学者は 4,418 人で 2019 年度

より 1,741 人増加、中退者は 701 人で同じく 316

人増加している。学生全体としてみると、経済

的理由による休学・中退はやや増加しているも

のの、全体としては、休学・中退については、

懸念されたような大量の休学・中退者という事

態は現在まで起きていないとみられる。これに

は次に説明する様々な支援制度も効果があった

かもしれない。

2　広がる学生への支援
　こうした学生の厳しい状況に対して、国や地

方自治体さらに大学や民間など、様々な支援の

動きが起きている。これらについて、順次見て

いく。

（1） 文部科学省の学生支援策
　まず、国の動きとして、文部科学省は、2020

年 3 月から順次支援策を打ち出した。その主な

ものは以下の通りである。

2020 年 3 月 26 日　コロナ対策として修学支援

新制度を適用

2020 年 4 月 30 日　第 1 次補正予算　7 億円

2020 年 5 月 19 日　学生支援緊急給付金（第 1

次補正予算予備費）530 億円

2020 年 5 月 27 日　緊急支援パッケージ

2020 年 5 月 27 日　第 2 次補正予算 141 億円（授

業料減免補助）

　2020 年 3 月の最初の支援策は､ 後述する修学

支援新制度がちょうど 2020 年 4 月から発足し、

その支援の対象者として家計急変（親の死別や

リストラなどによる経済的困窮）が含まれてい

るので、これを援用しようとするものであった。

次いで、学生支援緊急給付金は、非課税世帯の

学生 1 人当たり 20 万円、その他の要件を満たす

学生 1 人当たり 10 万円を支給するものである。

さらに第 2 次補正予算で高等教育機関の授業料

減免に対する補助金を交付し、これらの制度を

合わせて緊急支援パッケージとしている。これ

らについて、詳細は別に紹介しているので､ それ

らを参考にしていただければ幸いである（小林

雅之 , 2020, 2021b）。

　さらに、今年度補正予算で、同じ「学生への

緊急支援給付金」が 675 億円の予算で約 65 万人

の学生に一人 10 万円が支給されることとなって

いる。

（2） 大学の支援策
　先にふれたように、ほとんどの大学が授業料

や施設整備費などの返還には応じていないもの

の、授業料の減免措置によって、学生を支援す

る大学は多い。文部科学省調査によると 99.1％

と、多数の大学は授業料の延納・分納・減免を

行って学生や学生の家計の負担を軽減している。

さらに、86.4％の大学が､ 上記の学費支援以外に

も大学独自の支援策を実施している。たとえば、

多くの大学では、学生に対してオンライン授業

を受けるためのPCやタブレットやスマートフォ

ンの通信費あるいは WiFi などの通信環境の経

費などに対する支援を行っている。支援額は、

数万円程度が多い。このように、多くの大学で

コロナ禍に対して様々な形で経済的支援を行っ

ている。

　また、各大学は経済的支援だけではなく、様々

な方法で学生への支援を行っている。「ひらく　

日本の大学」（2021 年 9 月 27 日付け朝日新聞）

によると、具体的な支援策の例として、淑徳大

学は「2 年生の孤立化が問題」として、2 年生向
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けに、「入学を祝う会」など学生同士が顔を合わ

せる機会を設けているという。愛知医科大は学

生相談室などによる対応に加え、学生 5 ～ 10 人

に 1 人の指導教員・アドバイザー教員を置き、

「個々人に寄り添った対応をしている」という。

　先にみた私大連の「アンケート」によると、

大学独自の経済的支援を行った大学は 83％、1

人あたり平均支給額は、「減免」が 285,321.4 円、

「給付」が 128,315.2 円となっている。内容はス

クールバス維持費の春学期分を秋学期分に振り

替え、施設拡充費の 5 万円減額、実験実習費の

4 割減免などとなっている。また、学生支援緊

急給付金で外国人留学生に対し様々な要件がつ

けられているが、「成績基準」42％に対して「大

学で総合的に判断」が 52％となっている。

　大学側も学生生活の厳しさや学生の社会的孤

立は認識している。「ひらく　日本の大学」調

査によると、大学が抱える現在の大きな課題と

して、「学生の孤立化・友人関係の希薄化」は

61％と、「課外活動の実施」73％に次ぐ第 2 の課

題となっている。また、オンライン授業の課題

について、「学生の学修意欲・メンタルケア」が

10 の選択肢の複数回答で 82％と最多となってい

る。同調査によると、「各大学は学生のメンタル

に気を配り、様々な取り組みを展開している。

ただ、学長の多くが学生のメンタルケアを課題

だと感じているものの、調査に対して『十分に

対応している』と回答したのは 16％にとどまっ

た」としており、大学側の対応が十分ではない

ことがうかがえる。また、現時点での「大きな

課題」のうち最多は「課外活動の実施」の 73％

だった。課外活動は学生の孤立化防止の面でも

重要だが、「授業」「研究」については「全学生

に許可」する大学が 8 割を超えるなか、「課外活

動」は 34％にとどまったという。

（3） 省庁・地方公共団体・民間育英団体の支
援策

　文部科学省だけでなく厚生労働省などでも

様々な公的支援がなされている。たとえば、休

業支援金や厚生年金保険料・労働保険料の納付

猶予、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・

介護保険料等の徴収猶予、国税・地方税の納付

猶予、日本政策金融公庫の緊急融資などである。

また、釧路市、八王子市、京都市、金沢市など

多くの地方公共団体も独自の支援策を打ち出し

ている。さらに、民間団体では、あしなが育英

会は 2020 年 4 月に約 15 億円、12 月には約 20 億

円（約 7,600 人、ひとりあたり 20 万円）の緊急

給付奨学金を支給した。他にも「隈研吾建築奨

学財団」は建築学の学生、一般財団法人「人間塾」

は医学生、「NSK ナカニシ財団」は歯学部生な

ど、様々な団体が様々な学生を対象に学生支援

を行っている。

3　修学支援新制度の課題と効果検証
　いわゆる「高等教育の無償化」と呼ばれる修

学支援新制度は、2020 年度予算規模 5,200 億円

と、これまでの日本の学生支援の中でも空前の

規模であり、対象者を拡げたことで高く評価で

きる。しかし、同制度には様々な問題点がある 1）。

それらの多くが未解決のまま、2020 年 4 月から

新制度がスタートした。高校や高等教育機関は､ 

新制度に対応するために様々な作業に忙殺され

ている。それでなくても、コロナ禍での休校や

オンライン授業など、様々な案件が山積してい

る。これらは、まったく違う問題だが、共通す

る点も見えてきた。それは、想定すべき問題や

これまでの制度との整合性などの制度設計をよ

く検討しないままに、先に制度の実施を決定す

るという安部内閣の政策決定過程のあり方だ。

これまでは、結果オーライだったこともあるが、
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最近では、この決定過程の問題点が目立ってき

た。休校や、いわゆる「無償化」問題は､ その

ひとつだったと言えよう。特に、新制度に関し

て言えば、2017 年に閣議決定された「新しい経

済政策パッケージ」で、実務経験のある教員に

よる授業科目 1 割以上など、具体的な数値が書

き込まれ、その後の具体的な制度設計では変更

できなくなり、制度設計の柔軟性を大きく損ね

た。こうした新制度の問題点を改善するために、

新制度は 4 年後の見直しということが法的に規

定されている。このためには、新制度の効果検

証と評価が不可欠になる。たとえば、低所得層

の進学率をどれくらい向上させたかを明らかに

することが重要となる。

　これについて、萩生田文部科学大臣は 2021 年

4 月 13 日の会見で以下の様に述べている。

　住民税の非課税世帯の進学率の推計値につい

ては、制度導入前の平成 30 年度は約 40％と推

計をしていたものが、制度導入後の令和 2 年度

には約 48 ～ 51％程度となり、約 7 ～ 11 ポイン

トの上昇が確認ができると推計をしているとこ

ろでございます。

　新制度は、低所得層の進学率向上に一定の効

果があったとみられる。しかし、文相が言及し

た進学率は、大学だけではなく、短期大学・高専・

専門学校を含んだ高等教育進学率のことである。

新制度の対象となる住民税非課税世帯（対象世

帯）とそれに準ずる世帯（準対象世帯）にとっ

ては、大学短大だけでなく専門学校への進学の

可能性が重要である。しかし、文相の会見では、

進学先別の進学率は明らかにされていない。

　この進学率の向上などの奨学金の効果の検証

は容易な作業ではない。進学に影響する要因は、

奨学金だけでなく、世帯年収や学力や授業料な

ど多数あり、奨学金の効果だけを取り出すこと

は難しい。私たちは 2006 年から進学と世帯収入

の関連を調査してきた。私たちの実施した調査

の結果を基に専門学校進学率などの効果検証に

ついて紹介したい。

　私たちが実施した高卒保護者調査の 2020 年と

2016 年の結果からの推計によると、支援の対象

となると想定される世帯（世帯年収 275 万円未

満）の進学率は、表 1 のように、大学 4.0 ポイ

ント（国公立大学マイナス 1.4 ポイント、私立

大学 5.4 ポイント）、短期大学マイナス 1.2 ポイ

ント、専門学校 5.7 ポイント、高等教育計で 8.5

表 1　世帯年収別高校生の進路（2016 年と 2020 年）
年 0 ～ 275 万円 0 ～ 388 万円 389 ～ 688 万円 689 ～ 863 万円 864 ～ 1100 万円 1100 万円～ 合計

国公立大学 2020 12.3% 11.9% 15.5% 19.1% 20.6% 19.2% 17.6%
2016 13.7% 12.1% 10.2% 18.7% 18.1% 17.4% 15.2%

私立大学 2020 28.5% 28.6% 36.5% 42.8% 48.8% 56.2% 43.2%
2016 23.1% 26.4% 36.6% 40.7% 47.7% 53.6% 41.6%

短大 2020 5.6% 5.1% 3.4% 4.1% 2.1% 1.5% 3.1%
2016 6.8% 7.9% 5.6% 4.1% 5.1% 2.4% 4.9%

専門学校 2020 15.1% 17.4% 16.1% 14.2% 11.4% 7.7% 13.3%
2016 9.4% 12.8% 16.0% 11.1% 11.7% 5.5% 11.7%

就職 2020 22.3% 22.5% 17.3% 10.8% 10.1% 4.4% 12.7%
2016 33.3% 27.9% 20.4% 12.2% 7.7% 7.7% 14.7%

その他 2020 16.2% 14.5% 11.2% 8.9% 7.0% 11.0% 10.2%
2016 13.6% 12.8% 11.2% 13.3% 9.7% 13.5% 12.0%

（注）世帯年収の区切り値は 2020 年のもの。
（出所）「高卒者保護者調査」2016 年と 2020 年より著者集計
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ポイントと推計される。これはちょうど文部科

学省の推計の中央となる数値となっている。文

部科学省は進学率の内訳を公表していないが、

専門学校の進学促進効果の方が高い。これは、

本低所得層にとっては大学のハードルは高く、

専門学校が有力な選択肢となっていることを示

していると言えよう。

　専門学校生は、新制度の対象となっている。

これまで大学生とは異なり、授業料減免への公

的な補助がなく、専門学校独自の授業料減免制

度しかなかったことに比べると大きな前進であ

る。学生支援が必要な低所得層では、専門学校

への進学者が多い。高卒者保護者調査（2020 年）

でも対象世帯の専門学校進学率は 15.1％で、高

所得層（世帯年収 1,100 万円以上）の 7.7％の約

2 倍となっている。

　この主な理由は、低所得層では、資格志向や

職業志向が強いこと、学力の問題、比較的小規

模で自宅通学可能な学校が多いことなどがあげ

られる。また、学費だけで比較すると、私立で

は施設整備費などを含めると結構高額だが、大

学 4 年に比べると、2 年あるいは 3 年で済む。

さらに、放棄所得つまり進学せずに就職したら

得られるであろう所得が 1 年間で約 250 万円と、

4 年と 2 年では約 500 万円の差があることが大

きい。

　このように低所得層に対する支援が重要なの

は大学だけでなく専門学校進学者である。しか

し、新制度の問題点のひとつとして、高等教

育機関が支援を受けるために文部科学省が確認

する多くの要件を満たす必要がある。2021 年 3

月で大学短大 1,091 校中確認校数は 1,069 校で、

98％が要件を満たしている。2020 年度に比べる

と、23 件が新規に確認を受けたのに対して、4

件は確認を取り消されている。これに対して、

専門学校は 2,697 校中 73.3％しか確認されてい

ない。2020 年度に比べると 294 校が確認を受け、

6 校が確認を取り消されている。2020 年度より

確認校数は増えたものの、個人として受給要件

を満たしていても、約 3 割の専門学校には進学

しても支援を受けられない。新制度設計の当初

から懸念されていた事態が続いている。全国で

こうしたケースがどのくらいあるか、今の所確

かめられる調査はないが、既に、そういうケー

スが出てきていることは報道などでも明らかで

ある。制度の改善の大きな課題である。

4　新しい学生支援制度の今後の展望
　ほとんどマスコミでは取り上げられなかった

が、2021 年 10 月 8 日の所信表明演説で岸田首

相は、「大学卒業後の所得に応じて『出世払い』

を行う仕組みを含め、教育費や住居費への支援

を強化」することを表明した。そして、10 月の

総選挙の公約として、自由民主党は、「所得連動

型拠出金制度」の検討を進めるとした。さらに、

岸田新政権の目玉政策のひとつとして、「新しい

資本主義実現会議」が発足し、その提言として

「所得連動型」が俎上にあげられた。同会議では

所信表明演説を受けて、第 2 回（11 月 8 日）に

「緊急提言 概要」内閣官房 新しい資本主義実現

本部事務局をまとめた。この中に、「大学卒業後

の所得に応じて『出世払い』を行う仕組みに向

けた奨学金の所得連動返還方式の見直しの検討」

が提言されている。

　この「所得連動型」は、「自民党教育再生実行

本部第 10 次提言」（2018 年）にあった「卒業後拠

出金方式（J-HECS）」を念頭に置いているとみ

られる。この制度は、オーストラリアの高等教

育拠出金制度（Higher Education Contribution 

Scheme, HECS）を日本に適用しようとするも

のである。しかし、オーストラリアの場合には、

全ての公立大学生が全員参加であるのに対して、
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自民党案では対象者に所得制限を設け選択制で

あることなど、変更されている点も多い。特に、

HECS の場合には、返済が源泉徴収によるのに

対して、返済方式には特に触れていない。私は

返済の負担やローン回避を避けるためには、こ

の点が最も重要な相違だと考えている。オース

トラリアの制度をそのまま日本に導入すること

はできず、日本型にするのは当然必要だが最も

重要な点を逸してはならない 2）。

　さらに、問題は、「出世払い」の意味するとこ

ろだ。「出世払い」には、出世した人だけが返還

する、あるいは多く返還するという意味合いが

濃い。これはオーストアリアの HECS でもサー

チャージと呼ばれて利子分を余計に払う仕組み

の導入が提案されているが、実現には至ってい

ない。所得連動型では、卒業後の所得の低い人

は返還額が少なく、借入金の全額を返還しない

ため、その分国庫負担による穴埋めが必要とな

る。サーチャージは、所得の多い人が多く返還

することで、国庫負担を減らそうというものだ。

しかし、所得の多い人は多く返還することを避

け、この制度に加わらない逆選抜の問題が発生

する恐れがある。HECS は学生全員が卒業後に

支払う方式なので、この逆選抜の問題は起きな

い。しかし、自民党案では､ 選択制となってい

るので、「出世払い」では逆選抜が起きる恐れが

ある。こうした点も十分検討して新しい制度を

設計する必要がある。

　さらに、政府は従来の教育再生実行会議に代

わり、教育未来創造会議を創設し、この問題を

検討することとなっている。しかし、財務省財

政制度等審議会は、この J-HECS 構想には繰り

返し反対を表明しており、実現できるか予断は

許さず、今後の推移を見守る必要がある。

　なお、所得連動型返還制度は、まだごく一部

ではあるが、CODEGYM ISA や関西学院大学

など高等教育機関でも導入の動きがある。所得

連動型が国や各大学独自の学生支援制度として

広がるのか、そのゆくえが注目される。

　また、先に説明したように､ 文部科学省も昨

年の第 2 次補正予算で授業料減免に対する補助

金を交付した。しかし、授業料の減免や延納は

大学の財政難に直結する問題でもある。今年度

末まで授業料を延納できたとしても、その後、

長期にわたり延納を認めることは難しいと考え

られる。延納や減免が認められないと授業料未

納による中退（除籍）が増えることが懸念される。

こうした問題に対しても授業料後払い制度は有

効だと考えられる。

　コロナ禍で学生の生活は大きく様変わりした。

アルバイトは減少し、オンライン授業が普及し、

学習時間は増加したものの、多くの学生は孤独

感を味わっている。しかし、こうした学生の苦

境に対して、国、地方公共団体、大学、民間団

体など様々な支援も広がりを見せている。また、

昨年度発足した修学支援新制度の拡大や新しい

学費負担制度の創設が期待されている。コロナ

禍は大学や学生の抱える多くの問題を浮き彫り

にした。今後、これらの問題に対処し、ピンチ

をチャンスに変えられるかが大学と学生の将来

の決め手になるだろう。

【注】

1）これらについては別に詳細に検討しているので

参照されたい（小林 , 2019a, 2019b, 2019c, 2021a）。

2）所得連動型については多くの論文があるが、日

本の文献としては、阪本（1998, 1999, 2019）、小

林（2017）、小林・村田（2018）、小塩（2020）が

ある。
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